
くは同条第2項の業務の全部若しくは一部の停止の命令又は役員の解任の勧   

告が発せられた場合  

ホ その他イからこまでに相当する医療関係法令についての重大な違反事実が   

あった場合  

（2）医療法人の事業について（規則第30条の35の2第1項第2号関係）   

① 社会保険診療（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第26条第2項   

に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。）に係る収入金額（労働者災害禰償   

保険法（昭和22年法律第50号）に係る患者の診療報酬（当該診療報酬が社   

会保険診療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療報酬が少額（全収   

入金額のおおむね100分の10以下の場合をいう。）の場合に限る。）を含む。）、   

健康増進法（平成14年法律第103号）第6条各号に掲げる健康増進事業実   

施者が行う同法第4条に規定する健康増進事業（健康診査に係るものに限る。   

以下同じ。）に係る収入金額（当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準に  

よっている場合に限る。）及び助産に係る収入金額（1の分娩に係る助産につい   

て50万円を限度とする。）の合計額が、全収入金額（損益計算書の本来業務事   

業損益、附帯業務事業損益及び収益業務事業損益に係る事業収益の合計額をい  

う。）の 100分の80を超えること。  

なお、健康増進事業に係る収入金額は、次に掲げる健康診査等に係る収入金  

額の合計額とする。  

イ 健康保険法（大正11年法律第70号）第150条第1項の規定により保  

険者が行う健康診査  

口 船員保険法（昭和14年法律第73号）第57条の2第1項の規定により  

政府が行う健康診査  

ハ 国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第82条の規定により保険  
者が行う健康診査  

国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号）第98条の規定によ  

り国家公務員共済組合文は国家公務員共済組合連合会が行う健康診査  

ホ 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）第112条の規定  

により地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う健康診  

査  

へ 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号）第26条の規定によ  

り日本私立学校振興・共済事業団が行う健康診査  

卜 学校保健法（昭和33年法律第56号）第2条の規定により学校において  

実施される健康診断又は同法第4条の規定により市町村の教育委員会が行う  

健康診断  

チ 母子保健法（昭和40年法律第141号）第12条又は第13条の規定に  

より市町村が行う健康診査  
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リ 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第66条の規定により 

が行う健康診断若しくは労働者が受占ナる健康診断又は同法第66条の2の規   

定により労働者が自ら受ける健康診断  

ヌ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第20条又   

は第26条の規定により保険者が行う特定健康診査及び第125条の規定に   

より後期高齢者医療広域連合が行う健康診査  

② 自費患者（社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以   

外の患者をいう。以下同じ。）に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一   

の基準により計算されること。  

なお、社会保険診療報酬と同一の基準とは、次に掲げるもののほか、その法   

人の診療報酬の額が診療報酬の算定方法（平成18年厚生労働省告示第92号）   

の別表に掲げる療養について、同告示及び健康保険法の施行に関する諸通達の   

定めるところにより算定した額以下であることの定めがされており、かつ、報   

酬の徴収が現にその定めに従ってされているものであること。   

イ 公害健康被害者に係る診療報酬及び予防接種により健康被害者に係る診療  

報酬にあっては、法令等に基づいて規定される額   

口 分娩料等健康保険法の規定に類似のものが定められていないものにあって  

は、地域における標準的な料金として診療報酬規程に定められた額を超えな  

い額  

③ 医療診療（社会保険診療、労働者災害補償保険法に係る診療及び自費患者に   

係る診療をいう。）により収入する金額（損益計算書の本来業務事業損益に係る   

事業収益の額をいう。）が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用（投   

薬費を含む。）等患者のために直接必要な経費の額（損益計算書の本来業務事業   

損益に係る事業費用の額をいう。）に100分の150を乗じて得た額の範囲内   

であること。  

7 解散時の残余財産の帰属先について（法第42条の2第1項第7号関係）  

定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会   

医療法人に帰属させる旨を定めていること。  

8 その他  

すべての理事をもって組織する理事会を置き、その運営について、次に掲げる   

事項が定款又は寄附行為において定められ、適正に行われていること。   

① 理事会は、理事長が招集し、その議長となる。   

② 理事会を構成する理事の3分の1以上から連名をもって理事会の目的たる事  

項を示して請求があったときは、理事長は理事会を招集しなければならない。  
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③ 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決する   

ことができない。  

④ 次に掲げる事項は、理事会において理事総数の3分の2以上の多数による議   

決を必要とし、その他の事項については理事総数の過半数で決し、可否同数の   

ときは、議長の決するところによる。   

イ 定款又は寄附行為の変更   

口 基本財産の設定及び処分（担保提供を含む。）   

ハ 毎事業年度の事業計画の決定及び変更   

二 財産の取得又は改良に充てるための資金の保有額の決定及び取崩し   

ホ 将来の特定の事業の計画及び変更並びに特定事業準備資金の保有額の決定  

及び取崩し   

へ 収支予算及び決算の決定   

卜 剰余金又は損失金の処理   

チ 借入金額の最高限度額の決定  

⑤ 理事は、理事会において1個の議決権及び選挙権を有する。ただし、理事会   

の議決事項につき特別の利害関係を有する者は、当該事項につきその議決権を   

行使できない。  

⑥ 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知のあった事項につ   

いてのみ書面をもって議決権及び選挙権を行使することができる。  

第3 社会医療法人の認定等に当たっての留意事項  

1 社会医療法人の認定申請に関する事項  

（1）社会医療法人の認定を受けようとする医療法人が提出しなければならない書類  

を次のとおり定めることとしたこと。  

① 社会医療法人の認定申請等関係書類・別添2  

② 社会医療法人の定款例  別添3  

③ 社会医療法人の寄附行為例  別添4  

（2）社会医療法人の認定に係る書類を次のとおり定めることとしたこと。   

① 社会医療法人認定書  別添5   

② 社会医療法人認定取消書  別添6  

（3）新たに社会医療法人の認定を受けようとする場合にあっては、法第50条第1   

項の規定に基づき定款又は寄附行為の変更が必要であること。  

2 都道府県医療審議会に関する事項  

都道府県知事は、社会医療法人の認定に当たっては、法第42条の2第2項の   

規定により、あらかじめ都道府県医療審議会（2以上の都道府県の区域において  
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病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人については社会保障審議  

会。以下同じ。）の意見を聴かなければならないこと。  

3 社会医療法人の名称の登記  

（1）医療法人00会から社会医療法人00会への名称の変更については、登記事項   

の変更の登記（組合等登記令（昭和39年政令第29号）第6条参照）が必要で  

あり、社会医療法人の認定後2週間以内に主たる事務所の所在地において、 3週   

間以内に従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならないこと。  

（2）（1）により名称の変更について変更の登記をしたときは、登記事項及び登記の年   

月日を、遅滞なく、都道府県知事に届け出るものとすること（医療法施行令（昭   

和23年政令第326号）第5条の12参照）。  

（3）社会医療法人でない医療法人は、その名称中に、「社会医療法人」という文字を   

用いてはならないこと。   

なお、都道府県知事は、社会医療法人でない医療法人が「社会医療法人」とい   

う文字を用いていると認めるときは、当該医療法人に対し、法第64条第1項の   

規定に基づく改善命令を行うこと。  

4 社会医療法人の事業報告書等の作成等  

（1）社会医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、次に掲げる書類を作成しなけ  

ればならないこと。   

（∋ 事業報告書   

② 財産目録  

③ 貸借対照表   

④ 損益．計算書   

⑤ 法第42条の2第1項第1号から第6号までの要件に該当する旨を説明する  

書類   

⑥ 法第54条の2第1項に規定する社会医療法人債を発行した医療法人につい  

ては、①から⑤までに掲げる書類に加え、次に掲げる書類  

イ 純資産変動計算書  

ロ キャッシュ・フロー計算書  

ハ 附属明細表  

（2）社会医療法人は、次に掲げる書類を各事務所に備えて置き、請求があった場合   

には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならないこと。   

①（1）の①から⑥までに掲げる書類   

② 法第46条の4第3項第3号の監事の監査報告書  
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③ 定款又は寄附行為  

④ 法第54条の2第1項に規定する社会医療法人債を発行した医療法人につい   

ては、①から③までに掲げる書類に加え、公認会計士又は監査法人の監査報告   

妻    戸ヨ  

（3）社会医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に、次の書類を都道府県知事（2   

以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医   

療法人については地方厚生局長）に届け出なければならないこと。   

①（1）の①から⑥までに掲げる書類   

② 法第46条の4第3項第3号の監事の監査報告書   

③ 法第一54条の2第1項に規定する社会医療法人債を発行した医療法人につい   

ては、①から③までに掲げる書類に加え、公認会計士又は監査法人の監査報告  

書  

（4）都道府県知事は、次の書類（直近の3会計年度に係る書類に限る。）について請   

求があった場合には、これを閲覧に供しなければならないこと。   

①（3）の①から③までに掲げる書類（ただし、（1）の⑤については、法第42条   

の2第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類並びに理事等に対する報  

酬等の支給の基準及び保有資産の明細表に限る。）   

② 定款又は寄附行為  

（5）都道府県は、社会医療法人の事業及び運営並びに救急医療等確保事業の実施状   

況について、届け出られた書類を審査するとともに、定期的に社会医療法人の実   

地検査を行うことが望ましいこと。  

5 社会医療法人の認定の取消し  

（1）都道府県知事は、社会医療法人が法第64条の2第1項各号のいずれかに該当   

すると認めるときは、必要に応じ、速やかに法第63条の規定による社会医療法   

人の事務所への立入検査又は法第64条の規定による社会医療法人に対する改善   

命令を発出した上で、法第64条の2第1項の規定により、社会医療法人の認定  

を取り消し、期間を定めて収益業務の全部の停止を命ずること。  

（2）都道府県知事は、社会医療法人の認定を取り消すに当たっては、法第64条の   

2第2項の規定により、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴かなければな   

らないこと。  

（3）社会医療法人の認定が取り消された場合にあっては、当該医療法人は名称の変   

更等について法第50条第1項の規定に基づき定款又は寄附行為の変更が必要で  
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あること。  

（4）社会医療法人00会から医療法人00会への名称の変更については、登記事項   

の変更の登記が必要であり、社会医療法人の認定が取り消された日後2週間以内   

に主たる事務所の所在地において、3週間以内に従たる事務所の所在地において、   

変更の登記をしなければならないこと。  

（5）（4）により名称の変更について変更の登記をしたときは、登記事項及び登記の年   

月日を、遅滞なく、都道府県知事に届け出るものとすること。  

6 その他  

（1）持分請求権の放棄の決議について  

規則第30条の39第1項の規定により、社団である医療法人で持分の定め  

のあるものが、定款を変更して、社団である医療法人で持分の定めのないもの  

に移行する場合にあっては、当該医療法人の社員総会において、 定款の変更認  

可がなされた日をもって持分請求権の放棄の効力が生ずるものとする決議を行  

うものであることにつき、留意するものであること。  

（2）財産の取得又は改良に充てるための資金（第2の6（1）⑦のホ）について   

① 当該資金は、減価償却費に対応する資産の取得又は改良に充てるための資金  

に限るものとし、減価償却累計額を上限とすること。   

② 当該資金は、貸借対照表において次の科目をもって掲記し、他の資金と明確  

に区分して経理されていること。  

資産の部  減価償却引当特定預金（固定資産のその他の資産に掲記）   

③ 当該資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができな   

いものであること。ただし、正当な理由がないのに当該資金の目的である財産  

を取得せず、又は改良しない事実があった場合には、理事会及び社員総会又は   

評議員会の議決を経て、当該資金の額を取り崩さなければならないこと。  

（3）特定事業準備資金（第2の6（1）⑦のへ）について   

① 当該資金の目的である事業が、定款又は寄附行為において定められているこ  

と。   

② 当該資金の額が合理的に算定されていること。   

③ 当該資金の目的である事業ごとに、貸借対照表において次の科目をもって掲  

記し、他の資金と明確に区分して経理されていること。  

ア 資産の部  00事業特定預金（固定資産のその他の資産に掲記）  

イ 純資産の部 00事業積立金（利益剰余金のその他利益剰余金に掲記）   

④ 当該資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができな  
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いものであること。ただし、正当な理由がないのに当該資金の目的である事業  

を行わない事実があった場合には、理事会及び社員総会又は評議員会の議決を  

経て、当該資金の額を取り崩さなければならないこと。  

（4）収益業務の区分経理について  

社会医療法人が収益業務を行う場合にあっては、収益業務から生ずる所得に   

関する経理と収益業務以外の業務から生ずる所得に関する経理とをそれぞれ区   

分して行わなければならないものとすること。  

この場合の「所得に関する経理」とは、単に収益及び費用に関する経理だけ  

ではなく、資産、負債及び純資産に関する経理についても同様にその区分経理  

が行わなければならないものとすること。  
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別添1  

業務の区分   当該業務を行う病院又は診療所の構造設備   当該業務を行うための体制   当該業務の実績   

救急医療  次の基準に該当すること。   次の基準のすべてに該当すること。   1又は2の基準に該当すること。  

当該病院が救急医療施設として必要な  1．当該病院の名称がその所在地の都道府  1．当該病院において時間外等加算割合が  

l  

】診療部門（診察室、処置室、臨床検査施設、  ．県が作成する医療計画において救急医  20％以上であること。   

※「時間外等加算割合」とは、直近に終  

了した3会計年度における次に掲げ   

る算定件数の合計の初診料算定件数   

に占める割合（災害医療においても同  

じ。）をいう。   

①診療時間以外の時間（休日及び深二夜  

を除く。）において初診を行った場  

合の時間外加算の算定件数   

②休日（深夜を除く。）において初診  

を行った場合の休日加算の算定件  

数   

③深夜において初診を行った場合の  

深夜加算の算定件数   

（彰時間外加算の特例の適用を受ける  

保険医療機関が初診を行った場合  

の当該時間外加算の特例の算定件  

数  

2，当該柄院において夜間等救急自動車等  

搬送件数が750件以上であること。   

※「夜間等救急自動車等搬送件数」とは、   

直近に終了した3会計年度における   

夜間（午後6暗から翌日の午前8暗ま   

でをいうものとし、休日を除く。）及   

び休日（土曜日、日曜日、国民の祝日   

に関する法律（昭和23年法律第17   

エックス線診療室、調剤所等）及び専用病  

床（専ら救急患者のために使用される病床  

をいう。）又は優先的に使用される病床（専  

用病床を有していないが、救急患者のため  

に一定数確保されている病床をいう。）を  

有していること。   

療の確保に関する事業に係る医療連携   

体制を構成するものとして記載されて   

いること。  

2．当該病院において救急患者に対し医療   

を提供する体制（いわゆるオンコール体  

制も含む。）を常に確保していること。  



8号）第3条に規定する休日及び年末  

年始の日（1月1日を除く12月29  
日から1月3日まで））における救急  

自動車等による搬送を受け入れた件  

数の合計を3で除した件数（災害医療  

においても同じ。）をいう。なお、「救  

急自動車等による搬送」には、医療施  

設又は民間会社が保有する救急用自  

動車やヘリコプター等による搬送も  

含む。  
精神科救急医療  次の基準に該当すること。   次の基準のすべてに該当すること。   次の基準に該当すること。  

の場合   当該病院が精神科救急医療施設として  1．当該病院の名称がその所在地の都道府   当該病院において直近に終了した3  

必要な診療部門（診察室、処置室、保護室、  県が作成する医療計画において精神科  会計年度における精神疾患に係る時間  

面会室等）を有していること。   救急医療の確保に関する事業に係る医  外等診療件数が、当該病院の所在地が属  

療連携体制を構成するものとして記載  する精神科救急医療圏内の人口1万人  

されていること。   対7．5件以上であること。  

2．当該病院が精神保健及び精神障害者福  ※「時間外等診療件数」とは、次に掲げ  

祉に関する蔭律施行規則（昭和25年厚   る算定件数の合計をいう。  

生省令第31号）第5条の2第1号から   ①診療時間以外の時間（休日及び深夜  

第3号までに掲げる基準を満たすこと。   を除く。）において初診又は再診を  

行った場合の時間外加算の算定件  

数（患者又はその看護に当たってい  

る者から電話等によって治療上の  

意見を求められて指示した場合に  

算定することができる再診料の件  

数は除く。②から④までにおいても  

甲じ0）  

②休日（深夜を除く。）において初診  

又は再診を行った場合の休日加算  

の算定件数  

③深夜において初診又は再診を行っ   
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た場合の深夜加算の算定件数  

④時間外加算の特例の適用を受ける   

保険医療機関が初診又は再診を行   

った場合の当該時間外加算の特例   

の算定件数  

■※精神科救急医療圏内の人口は、直近’  

に公表された国勢調査又は人口推計  

年報（総務省統計局）による都道府県  

又は市区町村別の人口総数の合計数  

をいう。   

災害医療  次の基準のすべてに該当すること。   次の基準のすべてに該当すること。   次の基準のすべてに該当すること。  

1．当該病院が災害医療施設として必要な次  1．当該病院の名称がその所在地の都道府  1．当該病院において時間外等加算割合が  

に掲げる施設（診療に必要な施設は耐震構  県が作成する医療計画において災害医   16％以上、又は夜間等救急自動車等搬  
造を有すること。）をすべて有しているこ  療の確保に関する事業に係る医療連携  送件数が600件以上であること。  

と。   体制を構成するものとして記載されて  2．当該病院に勤務する職員が直近に終了  

（1）集中治療室   いること。   した会計年度において、次に掲げる訓練  

（2）診療部門（診察室、手術室、処置室、  2．当該病院において救急患者に対し医療  又は研修に参加していること。  

臨床検査施設、エックス線診療室、調剤  を提供する体制（いわゆるオンコール体  （1）都道府県又は国が実施する防災訓  

所等）及び病室   制も含む。）を常に確保していること。   練  

（3）備蓄倉庫  （2）国が実施する災害派遣医療チーム  

2．当該病院が災害医療施設として必要な次  （DMAT）研修  

に掲げる設備をすべて有していること。  3．過去において、災害時における都道府  

（1）簡易ベッド  県又は国からの災害派遣医療チーム（D  

（2）携帯膚医療機器  MAT）の派遣要請を拒否しなかったこ  

（3）食料、飲料水及び医薬品等の物資  と。ただし、やむを得ない理由があると  

（4）自家発電装置  認められるときは、この限りでない。   

（5）トリアージタッグ  

（6）救急用自動車  

（7）広域災害・救急医療情報システムの端  

末  

3．当該病院の敷地内又は近接地にヘリコプ  
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ターの離発着場を有していること。  

4．厚生労働省に登録された災害派遣医療チ  

ーム（DMAT）を有していること。  

へき地医療   1又は2の基準に該当すること。   次の基準に該当すること。   へき地医療施設が病院の場合、1又は2の   

※ イへき地」とは、  1．当該病院がへき地医療施設として必要な   当該病院又は診療所の名称がその所  基準に該当すること。   

へき地保健医療  診療部門（診察室、処置室、臨床検査施設、  在地の都道府県が作成する医療計画に  1．当該病院において直近に終了した会計   

対策実施要綱（平  エックス線診療室、調剤所等）及び病室を  おいてへき地医療の確保に関する事業  年度におけるへき地診療所（当該病院が   

成13年医改発  有していること。   に係る医療連携体制を構成するものと  所在する都道府県内のへき地診療所に   
第529号）に基   また、必要に応じ、医師住宅又は看護師  して記載されていること。   限る。）に対する医師の延べ派遣日数（派   

づくへき地をい  住宅を有していること。   なお、へき地診療所を開設する医療法  遣日数を医師数で乗じた日数をいう。）   

う。   2．当該診療所がへき地診療所（へき地保健  人が当該へき坤診療所の所在地の都道  が53人目以上であること。  

医療対策実施要綱に基づくへき地診療所  府県において病院を開設する場合にあ  2．当該病院において直近に終了した会計  

をいう。）として必要な診療部門（診察室、  っては、当該すべての病院において、へ  年度におけるへき地（当該病院が所在す  

処置室等）を有していること。   き地からの入院患者の受入れのための  る都道府県内のへき地に限る。）におけ  

また、必要に応じ、医師住宅又は看護師  病室その他へき地医療施設として必要  る巡回診療の延べ診療日数（診療日数を  

住宅を有していること。   な診療部門（診察室、処置室、臨床検査  医師数で乗じた日数をいう。）が53人  

施設、エックス線診療室、調剤所等）を  日以上であること。  

有し、かつ、へき地からの入院患者を受  へき地診療所の場合、次の基準に該当する  

け入れる体制を常に確保していること。  こと。  

当該へき地診療所において直近に終  

了した会計年度における診療日が20  

9日以上であること。   

周産期医療   次の基準のすべてに該当すること。   次の基準のすべてに該当すること。   次の基準のすべてに該当すること。  

1．当該病院が周産期医療施設として必要な  1．当該病院の名称がその所在地の都道府  1．当該病院において直近に終了した3会  

次に掲げる施設をすべて有していること。   県が作成する医療計画において周産期  計年度における分娩実施件数を3で除  
（1）母体胎児集中治療管理室   医療の確保に関する事業に係る医療連  した件数が500件以上であること。  

（2）新生児集中治療管理室   携体制を構成するものとして記載され  2．当該病院において直近に終了した3会  

（3）診療部門（診察室、処置室、臨床検査  ていること。   計年度における母体搬送件数を3で除  

施設、エックス線診療室、調剤所等）及  2．当該病院において産科に係る救急患者  した件数が10件以上であること。  

び専用病床（専ら周産期患者のために使  に対し医療を提供する体制及び緊急帝  3．当該病院において直近に終了した3会  

用される病床をいう。）   王切開術を実施できる体制（いわゆるオ  計年度におけるハイリスク分娩管理加   
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算の算定件数が3件以上であること。  ンコール体制も含む。）を常に確保して  

いること。  

2．当該病院が周産期医療施設として必要な   

次に掲げる設備をすべて有していること。  

（1）分娩監視装置  

（2）新生児用呼吸循環監視装置  

（3）超音波診断装置  

（4）新生児用人工換気装置  

（5）微量輸液装置  

（6）保育器  

小児救急医療   次の基準に該当すること。   次の基準のすべてに該当すること。   次の基準に該当すること。  

当該病院が小児救急医療施設として必  1．当該病院の名称がその所在地の都道府   当該病院において6歳未満の乳幼児  

要な診療部門（診察室、処置室、臨床検査  県が作成する医療計画において小児救  の時間外等加算割合が20％以上であ  

施設、エックス線診療室、調剤所等）及び  急医療の確保に関する事業に係る医療  ること。  

専用病床（専ら小児救急患者のために使用  連携体制を構成するものとして記載さ  ※「6歳未満の乳幼児の時間外等加算割  

される病床をいう。）又は優先的に使用さ  れていること。   合」とは、直近に終了した3会計年度  

れる病床（専用病床を有していないが、小  2．当該病院において小児救急患者に対し   における次に掲げる算定件数の合計  

児救急患者のために一定数確保されてい  医療を捜供する体制（いわゆるオンコー   の6歳未満の乳幼児の初診料算定件  

る病床をいう。）を有していること。   ル体制も含む。）を常に確保しているこ   数に占める割合をいう。  

と。   （D診療時間以外の時間（休日及び深夜  

を除く。）において6歳未満の乳幼  

児の初診を行った場合の時間外加  

算の算定件数  

②休日（深夜を除く。）において6歳  

未満の乳幼児の初診を行った場合  

の休日加算の算定件数  

③深夜において6歳未満の乳幼児の  

初診を行った場合の深夜加算の算  

定件数  

④時間外加算の特例の適用を受ける  

保険医療機関が6歳未満の乳幼児  

の初診を行った場合の当該時間外  

加算の特例の算定件数   
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（備 考）   

○ 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの期間に医療法施行令第5条の5の規定に基づく社会医療法人の認定を申請する場合  

次の表の業務の区分に掲げる当該業務の実績欄に掲げる字句ものは、それぞれ同表右欄の字句と読み替える。  

業務の区分  読み替えられる字句   読み替える字句   

救急医療  直近に終了した3会計年度   直近に終了した会計年度  

合計を3で除した件数   合計  

精神科救急医療  直近に終了した会計年度  

の場合   人口1万人対7．5件以上   人口1万人対2．5件以上   

周産期医療  直近に終了した3会計年度   直近に終了した会計年度  

件数を3で除した件数   件数  

3件以上   1件以上   

小児救急医療  直近に終了した3会計年度   直近に終了した会計年度   

○ 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの期間に医療法第52条第1項の規定により社会医療法人の要件に該当する旨を説明する書類を届   

け出る場合又は医療法施行令第5条の5の規定に基づく社会医療法人の認定を申請する場合  

次の表の業務の区分に掲げる当該業務ゐ実績欄に掲げる字句ものは、それぞれ同表右欄の字句と読み替える。  

業務の区分  読み替えられる字句   読み替える字句   

救急医療  直近に終了した3会計年度   直近に終了した2会計年度  

合計を3で除した件数   合計を2で除した件数  

精神科救急医療  直近に終了した2会計年度  

の場合   人口1万人対7．5件以上   人口1万人対5．0件以上   

周産期医療  直近に終了した3会計年度   直近に終了した2会計年度  

件数を3で除した件数   件数を2で除した件数  

3件以上   2件以上   

小児救急医療  直近に終了した3会計年度   直近に終了した2会計年度   

6   






